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御所市住民組織立ち上げ支援業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領 

１.目 的  

 

御所まちにおいて地域住民が重要伝統的建造物群保存地区（重伝建地区）選定を目指し、これまで様

々な活動が行われてきたが、住民の高齢化や NPO法人の消滅により気配が消えつつある。町としての活

力を維持する上では、市が先導するのではなく、住民が自らの意思による活動が必要となる。その土台

となるように、地区全体で町の未来を考えることを通じて、住民の意見集約を目指す。また、重伝建に

おける主要な要素となるのが住民組織（町並み保存団体）であるため、住民の意見集約というプロセス

を通して、町並み保存の活動に意欲のある住民を見つけ出し、組織化を促すことも同時に目指すものと

する。 

 

２.業務の概要  

 

 (1) 業務委託名 

   御所市住民組織立ち上げ支援業務委託 

 (2) 業務委託の内容 

   別紙「御所市住民組織立ち上げ支援業務委託仕様書」（以下、「仕様書」という。）のとおりと

する。 

 (3) 業務委託期間 

   契約締結日 から 令和 8年 3月 19日（木）まで 

 (4) 委託料限度額 

   3,740,000円（消費税額及び地方消費税額を含む） 

   ＊この金額は契約時の予定価格ではなく、企画提案内容の規模を示すためのものである。 

 

３.委託予定者の選定  

 

  本業務の委託予定者の選定は、事業の実績、目的及び内容に最も適した者を選定するために、公募 

型プロポーザル方式によって行う。 

  受託を希望する事業者は、参加申込書（様式１）等を提出のうえ、公募型プロポーザルに参加し、 

業務について提案を行うこと。 

  提案内容等について審査のうえ、最も優れていると認められた者を優先交渉の委託予定者とする。 

  合格基準点は 60点以上とし、提案事業者が１者の場合でも、合格基準点に達していれば委託予定者 

とする。ただし、得点の総計が最も高い者が２者以上あるときは、審査委員会の合議により優先交渉 

の委託予定者を決定する。 

 

４.スケジュール 

 

内  容 日   程 

公告 令和７年６月１３日（金） 

質問の受付 令和７年６月１３日（金）～令和７年６月２０日（金） 
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質問に対する回答 令和７年６月２４日（火） 

参加申込書の提出 令和７年６月１３日（金）～令和７年６月２７日（金） 

企画提案書の提出 令和７年６月３０日（月）～令和７年７月１１日（金） 

プレゼンテーション 令和７年７月１７日（木） 

選考結果通知 令和７年７月１８日（金）予定 

業務委託契約の締結 令和７年７月２４日（木）予定 

 

５.参加資格  

 

  次の要件を全て満たしているものとする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当しないこと。 

(2) 御所市物品購入及び業務委託等の契約に係る入札参加資格停止措置要綱（平成 21年御所市告示第

124号）による入札参加資格停止の措置を受けていないこと。  

(3) 民事再生法の規定による再生手続開始の申立て中または再生手続中でないこと。 

(4) 会社更生法の規定による更生手続開始の申立て中または更生手続中でないこと。 

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第 2条第 2号に規定する

暴力団、同法同条第 6号に規定する暴力団員若しくは暴力団準構成員、同法同条第 1号に規定する暴

力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行

う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与する者、暴力団若しくは暴力団員と密接な関

係を有する者でないこと。 

(6) 国税及び地方税の滞納がない者。 

(7) 労働者災害補償保険法（昭和 22年法律第 50号）及び雇用保険法（昭和 49年法律第 116号）の規

定により当該保険に加入が義務づけられている者については、これに加入していること。 

(8) 住民のヒアリング、意見集約及び冊子文面作成、ワークショップの３つの業務について公告日か

ら過去 3 年間に受託し、同期間内に履行を完了した実績を有する者であること。なお、この実績

は住民のヒアリング、意見集約及び冊子文面作成、ワークショップの業務を一括で受注したもの

には限らない。 

(9) この業務を行う期間中、管理技術者、担当技術者を配置(各技術者の兼任は不可)すること。また、

配置される技術者は直接的な雇用関係(代表者可)にある者とし、そのうち管理技術者にあたって

は「参加申込書」の提出の日以前に 3ヶ月以上の雇用関係(代表者可)あること。 

(10) 管理技術者または担当技術者には、3年以上の実務経験者を配置すること。 

 

６.参加申込  

 

(1)申込方法 

 本実施要領及び仕様書の内容を確認し、参加を希望する場合は、参加申込書（様式１）に必要事

項を記入の上、持参又は郵送にて提出すること。 

また、参加申込書の提出の際に下記書類も提出すること。 

① 参加申込書（様式 1） 

② 誓約書（様式 3） 

③ 会社概要書（様式 4） 

   事業者の経歴、役員の構成、組織体制、事業概要、売上高がわかる資料を添付すること。 
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④ 業務実績書（様式 5） 

 ※様式 5については「住民ヒアリング」「意見集約及び冊子文面作成」「ワークショップ」の業

務を最大３つずつ記載することができる（最大３枚まで提出可）。ただし、一括の業務として

受注しているものは、その旨を記載すること。 

⑤ 管理技術者の資格等（様式 6） 

⑥ 担当技術者の資格等（様式 7） 

(2)提出部数 

  ６．(1)①②については正本各 1部、6(1)③から⑥までは正本各 1部、副本各 7部 

(3)提出書類配布場所 

    御所市ホームページからダウンロードすること。 

https://www.city.gose.nara.jp 

(4)提出方法 

   下記提案書提出先まで持参又は郵送により提出すること。 

郵送の場合は、書留等受取記録が残る方法とすること。 

（5）提出先 

  〒639－2277 奈良県御所市室 102番地 

  御所市役所 教育委員会事務局 文化財課 歴史資産整備係 TEL:0745－60－1608 

（6）提出期間 

  告示日から令和 7年 6月 27日（金）（土曜日、日曜日、祝日を除く） 

午前 9時から午後 5時まで（正午から午後 1時を除く）とする。 

※なお最終日令和 7年 6月 27日（金）は午前 11時まで   

※郵送の場合は、令和 7年 6月 27日（金）必着 

（7）その他 

参加申込書を提出後に辞退する場合は、辞退届（様式 8）を提出すること。 

 

７.質問及び回答  

 

質問については、その旨を記載した質問書（様式 2）を、電子メール（Ｗｏｒｄに限る）により送

信し、件名を「御所市住民組織立ち上げ支援業務委託に係る質問」とし、電話にて受信確認をするこ

と。なお、電子メール以外での質問については回答しないこととする。 

 (1) 送信先 

    御所市役所 教育委員会事務局 文化財課 歴史資産整備係 担当：池田、矢野 

    電話     ： 0745－60－1608【直通】 

    電子メール  ： bunka-zai@city.gose.nara.jp 

 (2) 質問受付期間 

    令和 7年 6月 20日（金）午前 11時まで 

 (3) 質問に対する回答 

    令和 7年 6月 24日（火）午後 5時までに、参加申込をしている全事業者に対して、電子メール

にて回答するものとする。 

mailto:bunka-zai@city.gose.nara.jp
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８.企画提案書の提出  

 

  参加申込書を提出した企画提案を行う事業者は、下記の企画提案書等を作成のうえ提出すること。 

(1) 提出書類 

① 企画提案書等提出書（様式 9） 

② 企画提案書（任意様式） 

③ 業務工程表（任意様式） 

④ 提案価格書（様式 10） 

   ・提案価格は、消費税及び地方消費税額を含んだ金額とすること。また、積算根拠を詳細に示し

た内訳書を添付すること。 

（2）提出部数 

８．(1)①については正本 1部、８．(1)②③④については正本各 1部、副本各 7部とし、 

ＣＤ－ＲＯＭ等の電子媒体（提出書類をＰＤＦに変更したもの）を提出すること。 

(3) 企画提案書作成上の留意点 

① 企画提案書の様式は原則として A4版用紙縦置きで、横書き片面印刷、左綴じとし、使用するフ

ォントの大きさは 11ポイント以上とすること。図面等の 補足資料は、必要に応じて、A4版横、

A3版横で使用すること。A3版の用紙を使用する場合は、片面印刷とし、片袖折りにすること。 

② 企画提案書の表紙は任意様式とするが、ページ下部に通しページ番号を振ること。 

なお、ページ数は 30ページ以内とする。 

③ 使用言語は日本語とすること（ただし、専門用語を除く）。 

④ 正本には、会社名・会社印、代表者名・代表者印を記名押印すること。 

⑤ 記載内容については明瞭かつ具体的な記載とし、専門知識を有しない者に対する配慮をするこ

と。また、専門用語、略語等に関しては、脚注により定義又は説明を付記するなど、わかりや

すい記載とすること。 

⑥ 提案する企画に係る費用の総額は、「２．(4) 委託料限度額」を超えないものとすること。 

⑦ 一度提出された企画提案書は、これを書き換え、差し替え、追加または撤回することはできな

い。 

(4)提出書類配布場所 

    御所市ホームページからダウンロードすること。 

https://www.city.gose.nara.jp 

(5)提出方法 

  下記提案書提出先まで持参又は郵送により提出すること。 

郵送の場合は、書留等受取記録が残る方法とすること。 

（6）提出先 

  〒639－2277 奈良県御所市室 102番地 

  御所市役所 教育委員会事務局 文化財課 歴史資産整備係 TEL:0745－60－1608  

(7）提出期間 

令和 7年 6月 30日（月）から令和 7年 7月 11日（金）（土曜日、日曜日、祝日を除く） 

午前 9時から午後 5時まで（正午から午後 1時を除く）とする。 

※なお最終日令和 7年 7月 11日（金）は午前 11時まで   

※郵送の場合は、令和 7年 7月 11日（金）必着 
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９.プレゼンテーションの実施  

 

企画提案の内容について、提案者がプレゼンテーションを行うものとする。3 者以上参加申込み

があった場合は、提出された企画提案書等をもとに書類審査でプレゼンテーションする 3者を選定

する。 

 

（1）実施日及び場所 

   令和 7年 7月 17日（木）実施予定 

   ※開始時刻及び場所については、別途連絡する。 

（2）プレゼンテーションの方法 

  ① 1者あたりの時間は 30分程度とする。 

    ・企画提案書の内容説明（20分） 

    ・企画提案書に対する質疑応答（10分） 

  ② 1者あたりの出席者は 3名までとする。 

  ③ スクリーン及びプロジェクターは市が用意する。その他パソコン等プレゼンテーションに必要な

機材は、事業者が用意すること。 

 

１０.提案書の審査基準及び審査方法  

 

御所市住民組織立ち上げ支援業務委託事業者審査選定委員会(以下「選定委員会」という。)により、

提出書類及びプレゼンテーションの内容を評価し、評価点数が最高得点となった者を優先交渉の委託

予定者として選定する。ただし、最高得点となった者が選定委員会で定める基準点(選定委員の合計点

の平均が 60点)に満たない場合は、委託予定者を選定しない。 

(1)審査基準 

次の審査基準により評価を行う。 

 

区分 審査項目 評価の視点 審査配点 

趣旨の理解 
趣旨の理解に 

ついて 
本業務の目的を理解した内容になっているか。 10 

業務実績 
事業者の業務 

実績について 

住民のヒアリング及び意見集約、冊子作製、ワークショップ

等の業務実績及び本事業で必要な知見、専門知識、ノウハウ

を有しているか。 

15 

業務実施体制 

執行体制に 

ついて 

・業務執行のために適切な人員配置及び役割分担が妥当か。 

・進捗確認など市との連絡・調整が速やかに行える体制か。 

・問題発生時の適切な対応が考慮されているか。 
25 

実施方法に 

ついて 

・業務の全体像を描き、具体的な内容を提案しているか。 

・目的を達成するための全体のスケジュールを立てている

か。 
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・住民ヒアリングを的確に運用するための仕組みが考えられ

ているか。 

企画の有効性 

企画提案の 

効果性 

・事業の目的に沿った住民ヒアリングを実施できる提案にな

っているか。 

・多様な意見を拾い上げられる提案となっているか。 

・冊子原稿案が高齢者にもわかりやすく理解でき、かつ、論

点が整理されているものになっているか。 

45 
企画提案の 

独自性 

・本市の特性及び地域性を活かした企画の提案か。 

・提案事業者の強みを活かした企画の提案か。 

・事業の目的達成のため有効な独自提案か。（ただし、提案

限度価格内で実行可能なもので、追加予算を必要としない

ものに限る。） 

企画提案の 

実現性 
提案する企画の実現性はあるか。 

価 格 
見積りの 

具体性 
詳細かつ具体的な見積りで、設定金額を超えていないか。 5 

 

(2)審査方法 

上記(1)で設定した評価基準や配点に基づき選定委員会において総合的に審査し、最も優れている

と認められる者を優先交渉の委託予定者として選定する。 

ただし、委員の評価点の合計が最も高い者が複数であるときは、委員の議決により候補者を特定す

るものとする。なお、優先交渉に選定された事業者との契約締結交渉の結果、合意に至らなかった場

合等は、審査結果に基づき、次点交渉に選定された事業者から順に繰り上げて交渉を行うものとする。

参加者が 1者の場合は、プレゼンテーション審査を行い、受注候補者特定の可否を協議して決定する

ものとする。 

 

１１.審査結果の通知  

  選定結果については、全ての事業者に通知する。なお、審査の結果等については、電話等による問

い合わせは一切応じない。 

 

１２.契約  

  選定された事業者は、通知があり次第、御所市契約規則に基づき業務委託契約書を締結した後、速

やかに業務の準備に着手すること。 
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１３.その他の留意事項  

（1）本プロポーザルに係る費用は、全て参加者の負担とする。 

（2）使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（3）提出された提案書等は、審査等において必要な場合は複写する。 

（4）提出された提案書等は、返却しない。 

(5) 全ての提案について、業務の目的が十分に達成できないと市が判断したときは、事業者を選定し 

ない。 

 

１４.問合せ先  

  御所市役所 教育委員会事務局 文化財課 歴史資産整備係  

担当：池田、矢野 

 〒639－2277 奈良県御所市室 102番地   

TEL：0745－60－1608 (直通) FAX：0745－62－9872 

Mail： bunka-zai@city.gose.nara.jp 

 

   

 

mailto:bunka-zai@city.gose.nara.jp

